
○東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科規則 

改正  平成30年３月１日  令和６年10月17日 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、東京藝術大学大学院学則（以下「大学院学則」という｡)第４

条第３項の規定に基づき、東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科（以下「研究

科」という｡)における必要な事項について定めるものとする。 

（目的） 

第１条の２ 研究科は、芸術と国際社会との関係性や国内外の情勢変化等を踏ま

え、世界的にも評価の高い我が国の芸術文化価値や既に固有の存在として確立さ

れている芸術諸分野の学術基盤を最大限に活かしつつ、専門領域によって分化し

ている芸術文化の様々な実践を横断的かつ有機的に結びつけながら、新たな芸術

価値を創造し、国際的に展開できる先導的な実践型人材育成や、芸術文化力を活

かした新たなイノベーション創出・社会革新等をもたらすことのできる人材の育

成を目的としている。 

（課程） 

第２条 研究科における課程は、博士課程とする。 

２ 前項の博士課程は、前期２年の課程及び後期３年の課程に区分し、前期２年の

課程は、これを修士課程として取り扱うものとする。 

３ 前項の前期２年の課程は「修士課程」といい、後期３年の課程は「博士後期課

程」という 

（専攻） 

第３条 博士課程の専攻は、アートプロデュース専攻とする。（指導教員） 

第４条 研究科教授会は、学生の所属する専攻に応じて研究指導教員を定めるもの

とする。 

２ 研究指導教員は、学年の始めに、学生の研究計画の原案に基づき、年間の研究

指導計画を学生に示すものとする。 

（成績評価基準等） 

第５条 成績評価基準は別表のとおりとし、各授業における授業の方法及び計画並

びに成績評価の方法に関しては、授業計画書等により学年の始めに公表する。 

（単位の認定方法等） 

第６条 単位の認定は、前条に規定する成績評価基準に基づき、試験の成績等によ

り、授業担当教員が行う。 

２ 成績の評価は、秀・優・良・可及び不可の評語をもって表し、可以上を合格と

し、不可は不合格とする。 

第７条 研究科の専攻における授業科目及び単位数は、研究科（修士課程）履修内

規（以下「修士履修内規」という｡)及び研究科（博士後期課程）履修内規（以下

「博士後期履修内規」という｡)に定めるとおりとする。 

 

第２章 修士課程 
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（履修方法） 

第８条 修士課程の学生（以下本章中「学生」という｡)は、修士履修内規に定める

当該専攻の授業科目のうちから必修科目及び選択科目を合わせて、30単位以上を

修得し、かつ、研究指導を受けなければならない。 

２ 前項の選択科目の履修に当たっては、指導教員の指導を受けて、他研究科にお

いて開設する授業科目を履修することができる。この場合において、修士課程に

おいて修得すべき単位として認められる限度は、８単位以内とする。 

（履修届及び研究計画の届出） 

第９条 学生は、学年の始めに、指導教員の指導を受けて、履修届及び研究計画を

所定の期日までに届け出なければならない。 

（授業科目の試験） 

第１０条 履修した授業科目の試験は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告に

よって行うものとする。ただし、研究科教授会の承認を得た授業科目について

は、平常の成績又は当該授業科目の担当教員の合格報告をもってこれに代える

ことができる。 

２ 前項に規定する試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。 

（修士論文等の提出） 

第１１条 修士論文及び特定課題研究報告書（以下「修士論文等」という｡)は、修

士課程に１年以上在学し、２年次修了時までに30単位以上の修得見込みの者でな

ければ提出することができない。ただし、極めて優れた研究業績を上げたと研究

科教授会が認めた者の在学要件に関しては、大学院学則第18条ただし書に規定す

る期間の在学見込みがあれば足りるものとする。 

２ 修士論文等並びにその題目及び要旨は、研究科長が指定する期日までに提出し

なければならない。この場合において、修士論文等の題目については、あらかじ

め、研究指導教員の承認を得なければならない。 

（修士論文等の審査及び試験） 

第１２条 修士論文等の審査及び試験は、東京藝術大学学位規則の定めるところに

より、研究科教授会が行う。 

２ 特別の事情により修士論文等の審査及び試験を受けることができなかった者

は、その理由を付して修士論文等の追審査及び追試験を願い出ることができる。 

３ 研究科長は、前項の願い出のあった者について、研究科教授会の議を経て、修

士論文等の追審査及び追試験を行うことができる。 

 

第３章 博士後期課程 

（履修方法） 

第１３条 博士後期課程の学生（以下本章中「学生」という｡)は、博士後期履修内

規に定める授業科目のうちから10単位以上を修得しなければならない。 

２ 学生は、所属する研究領域において、指導教員及びその他の教員の研究指導を

受けなければならない。この場合における研究指導については、単位を与えない

ものとする。 

（履修届及び研究計画の届出） 

第１４条 学生は、学年の始めに指導教員の指導を受けて、履修届及び研究計画を

所定の期日までに届け出なければならない。 

（授業科目の試験） 



第１５条 履修した授業科目の試験は、筆記試験若しくは口頭試験又は研究報告に

よって行うものとする。ただし、研究科教授会の承認を得た授業科目について

は、平常の成績又は当該授業科目の担当教員の合格報告をもってこれに代えるこ

とができる。 

２ 前項に規定する試験に合格した授業科目については、所定の単位を授与する。 

 （博士論文等の提出） 

第１６条 博士論文及び実践活動成果報告書（以下「博士論文等」という｡)は、博

士後期課程に２年以上在学し、当該課程修了時までに10単位以上の修得見込みの

者でなければ提出することができない。ただし、極めて優れた研究業績を上げた

と研究科教授会が認めた者の在学要件に関しては、大学院学則第19条各項ただし

書に規定する期間の在学見込みがあれば足りるものとする。 

２ 博士論文等並びにその題目、目録及び要旨は、研究指導教員の承認を得た上、

研究科長が指定する期日までに提出しなければならない。 

（博士論文等の審査及び試験） 

第１７条 博士論文等の審査及び試験は、東京藝術大学学位規則の定めるところに

より、研究科教授会が行う。 

２ 特別の事情により博士論文等の審査及び試験を受けることができなかった者

は、その理由を付して博士論文等の追審査及び追試験を願い出ることができる。 

３ 研究科長は、前項の願い出のあった者について、研究科教授会の審議を経て、

博士論文等の追審査及び追試験を行うことができる。 

 

第４章 雑則 

（雑則） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、研究科に関し必要な事項は、研究科教授

会の定めるところによる。 

 

附 則 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 

附 則 

この規則は、令和６年10月17日から施行する。 

 

 

 

 

別表（第５条関係） 

評 価 基 準 

秀 100～95 Ａｓ ５ 

優 94～80 Ａ ４ 

良 79～60 Ｂ ３ 

可 59～50 Ｃ ２ 

不 可 49以下 Ｄ １ 

 



 


